
◆各地域庁舎 市民福祉課（朝日庁舎は地域づくり推進課） ※市外局番0235

藤島庁舎 ℡ 64-5810 羽黒庁舎 ℡ 26-8774 櫛引庁舎 ℡ 57-2116

朝日庁舎 ℡ 53-2115 温海庁舎 ℡ 43-4613

助成対象者

対象期間 令和７年10月1日（水）～令和８年1月31日（土）

※予防接種を受けてから抵抗力がつくまでは2週間ほど

かかり、効果は約５か月間持続するといわれています。

助成金額 助成額：1回の接種につき1,500円

〔13歳未満は1人につき2回、13歳以上は1回］

接種場所 鶴岡市実施医療機関（要予約）
※実施医療機関は、市ホームページ

をご覧ください

鶴岡市
任意接種

接種日時点で鶴岡市に住所がある

生後6か月～18歳（高校3年生相当）までの方

令和７年度から
事業開始！

生活保護世帯の方は、予防接種の前に申請することで、接種費用

が全額免除となります。健康課または各庁舎へおいでください。

〔申請受付開始日：令和７年９月３０日（火）〕

予防接種の受け方

個別案内は行いません

免除申請について

①医療機関に
直接予約する

各自医療機関
に予約して
ください。

②医療機関で接種する

【持ち物】
・母子健康手帳
・マイナンバーカード、健康保
険証など本人確認できるもの

※予診票は、実施医療機関、
健康課、各地域庁舎の窓口
にあります

③医療機関に自己
負担額を支払う

「医療機関の定める接
種料金」から「助成額」
を引いた金額を医療機
関にお支払いください。

※接種料金は医療機関に
お問合せください


